
「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」の改正について
(被疑者等支援業務関係)

主催 日本弁護士連合会 【お問い合わせ先】人権第二課 03-3580-9836

「罪に問われた障がい者等への弁護士による切れ目のない支援
～地域生活定着支援センターとの連携でできること～」

ZOOMウェビナーでの開催

2022.1.24 Mon.
17:00-19:30

罪に問われた障がい者等への
弁護士による切れ目のない支援とは

～地域生活定着支援センターとの連携でできること～

辻川圭乃弁護士（日弁連刑事弁護センター委員・日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員）

・山梨県弁護士会：大西達也弁護士（山梨県弁護士会刑事弁護センター委員会刑事政策部会長）
・愛知県弁護士会：泉原拓也氏（愛知県地域生活定着支援センター 副センター長）

杉本みさ紀弁護士（愛知県弁護士会よりそい弁護士制度運営委員会委員）
・福岡県弁護士会：小畑孝仁氏（福岡県地域生活定着支援センター センター長） 他

＜事前申込制・参加費無料＞

ＵＲＬ又は二次元コードから必要事項を入力し，お申し込みください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/zptsympo/dbengo/

御提供いただいた個人情報は，日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し，本シンポジウムの事務のために利用します。
また，この個人情報に基づき，日本弁護士連合会又は日本弁護士連合会が委託した第三者から，シンポジウム等のイベントの開催案内，書籍

の御案内その他当連合会が有益であると判断する情報を御案内させていただくことがあるほか，個人情報は，統計的に処理・分析し，その結果
を個人が特定されないような状態で公表することがあります。

■当連合会の取組報告■

伊豆丸剛史氏（厚生労働省 社会・援護局 総務課 矯正施設退所者地域支援対策官）

■基調報告■

■事例報告・パネルディスカッション■

【申込期限：２０２２年１月２０日（木）】
※シンポジウムの視聴URL等は，開催３日前を目処
に申込メールアドレス宛てにご連絡いたします。

シンポジウム


